
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
四
十
六
号

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
療
養
（
平
成
六
年
厚
生
省
告
示
第
二

百
三
十
六
号
）
第
十
六
号
及
び
老
人
保
健
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
（
平

成
六
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
五
十
一
号
）
第
十
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
健
康
保
険
法
の
規

定
に
よ
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
及
び
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定

に
関
す
る
基
準
に
規
定
す
る
回
数
を
超
え
て
受
け
た
診
療
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

尾
辻

秀
久

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
及
び
老
人
保
健

法
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
規
定
す
る
回
数
を
超
え
て
受
け
た
診
療

第
一

健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
六
年
厚
生
省
告
示
第
五
十
四
号
）

別
表
第
一
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
（
以
下
「
医
科
点
数
表
」
と
い
う
。
）
第
二
章
第
三
部
及
び
別
表
第
二
歯
科
診
療

報
酬
点
数
表
（
以
下
「
歯
科
点
数
表
」
と
い
う
。
）
第
二
章
第
三
部
並
び
に
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
要

す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
六
年
厚
生
省
告
示
第
七
十
二
号
）
別
表
第
一
老
人
医
科
診
療
報
酬
点

数
表
（
以
下
「
老
人
医
科
点
数
表
」
と
い
う
。
）
第
二
章
第
三
部
及
び
別
表
第
二
老
人
歯
科
診
療
報
酬
点
数
表
（
以

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
及
び
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
規
定
す
る
回
数
を
超
え
て
受
け
た
診
療
を
定
め
る
件



下
「
老
人
歯
科
点
数
表
」
と
い
う
。
）
第
二
章
に
規
定
す
る
検
査
の
う
ち
、
医
科
点
数
表
区
分
Ｄ
０
０
９
の
１
に
規

定
す
る
α

フ
ェ
ト
プ
ロ
テ
イ
ン
（
Ａ
Ｆ
Ｐ
）
並
び
に
Ｄ
０
０
９
の
４
に
規
定
す
る
癌
胎
児
性
抗
原
（
Ｃ
Ｅ
Ａ
）
精

－
密
測
定
及
び
α

フ
ェ
ト
プ
ロ
テ
イ
ン
（
Ａ
Ｆ
Ｐ
）
精
密
測
定
（
い
ず
れ
も
老
人
医
科
点
数
表
に
お
い
て
、
医
科
点

－

数
表
の
例
に
よ
り
算
定
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
二

医
科
点
数
表
第
二
章
第
七
部
及
び
歯
科
点
数
表
第
二
章
第
七
部
並
び
に
老
人
医
科
点
数
表
第
二
章
第
七
部
及
び

老
人
歯
科
点
数
表
第
二
章
に
規
定
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

一

医
科
点
数
表
区
分
Ｈ
０
０
１
に
規
定
す
る
理
学
療
法

、
理
学
療
法

、
理
学
療
法

及
び
理
学
療
法

（
い

ず
れ
も
個
別
療
法
に
限
る
。
）

二

医
科
点
数
表
区
分
Ｈ
０
０
２
に
規
定
す
る
作
業
療
法

及
び
作
業
療
法

（
い
ず
れ
も
個
別
療
法
に
限
る
。
）

三

医
科
点
数
表
区
分
Ｈ
０
０
３
に
規
定
す
る
言
語
聴
覚
療
法

及
び
言
語
聴
覚
療
法

（
い
ず
れ
も
個
別
療
法
に

限
り
、
老
人
医
科
点
数
表
に
お
い
て
、
医
科
点
数
表
の
例
に
よ
り
算
定
す
る
場
合
を
含
む
。
）

四

歯
科
点
数
表
区
分
Ｈ
０
０
０
に
規
定
す
る
言
語
聴
覚
療
法

及
び
言
語
聴
覚
療
法

（
い
ず
れ
も
個
別
療
法
に

限
り
、
老
人
歯
科
点
数
表
に
お
い
て
、
歯
科
点
数
表
の
例
に
よ
り
算
定
す
る
場
合
を
含
む
。
）

五

老
人
医
科
点
数
表
１
に
規
定
す
る
老
人
理
学
療
法

、
老
人
理
学
療
法

、
老
人
理
学
療
法

及
び
老
人
理
学

療
法

（
い
ず
れ
も
個
別
療
法
に
限
る
。
）

六

老
人
医
科
点
数
表
２
に
規
定
す
る
老
人
作
業
療
法

及
び
老
人
作
業
療
法

（
い
ず
れ
も
個
別
療
法
に
限
る
。
）

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
及
び
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
規
定
す
る
回
数
を
超
え
て
受
け
た
診
療
を
定
め
る
件



厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
及
び
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
規
定
す
る
回
数
を
超
え
て
受
け
た
診
療
を
定
め
る
件

第
三

医
科
点
数
表
第
二
章
第
八
部
及
び
老
人
医
科
点
数
表
第
二
章
第
八
部
に
規
定
す
る
精
神
科
専
門
療
法
で
あ
っ
て

次
に
掲
げ
る
も
の

一

医
科
点
数
表
区
分
Ｉ
０
０
９
に
規
定
す
る
精
神
科
デ
イ
・
ケ
ア
（
老
人
医
科
点
数
表
に
お
い
て
、
医
科
点
数
表

の
例
に
よ
り
算
定
す
る
場
合
を
含
む
。
）

二

医
科
点
数
表
区
分
Ｉ
０
１
０
に
規
定
す
る
精
神
科
ナ
イ
ト
・
ケ
ア
（
老
人
医
科
点
数
表
に
お
い
て
、
医
科
点
数

表
の
例
に
よ
り
算
定
す
る
場
合
を
含
む
。
）

三

医
科
点
数
表
区
分
Ｉ
０
１
０

２
に
規
定
す
る
精
神
科
デ
イ
・
ナ
イ
ト
・
ケ
ア
（
老
人
医
科
点
数
表
に
お
い
て

－

、
医
科
点
数
表
の
例
に
よ
り
算
定
す
る
場
合
を
含
む
。
）


